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大路区の特徴

大路の特徴
① JR琵琶湖線の西側と東側の地域に分かれている。
② 草津駅に近く、早朝から夜遅くまで通勤・通学等で人の流れが非常に多い
③ 草津駅は乗降客県内トップ。大型商業施設や中小店舗、特に飲食店が急増している
④ 主要幹線道路国道１号線が横断しており、終日交通量が非常に多い

町内の特徴
⑤ 14学区の中で人口密度が最も高い （人口12,000人、面積0.87㎢）
⑥ 分譲・賃貸マンションにお住まいの方々が大路区人口の約８０％を占める
⑦ 高齢化が一段と進み、65歳以上の方が約2０％、その内お１人住まいの方が約25％

P3

大路区の範囲

大路区まちづくり協議会
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・南海トラフ地震の発生確率は20年以内で約60％、30年以内で約80％
・草津市での琵琶湖西岸断層帯地震は想定震度７
南海トラフ地震の想定震度は最大で６強
（参考：阪神・淡路大震災で最大震度７）

・大路区は人口密度が非常に高いため、被害拡大が想定される

■ 草津市防災アセスメント調査による、 滋賀県内での主要な活断層および南海トラフ巨大地震の評価

マグニチュード、想定震度

30年以内 80%南海トラフ地震

(M)7.8、震度7

7.4(M)7.4、震度6弱

(M)7.3、震度5強

(M)7.6

(M)7.8

(M)9.0、震度6強

大路区で想定される災害被害

出典 草津市防災アセスメント調査

P5

大路区まちづくり協議会



3

防災体制が機能していない地域が多い
① マンション（分譲・賃貸）及び小規模集合住宅で町内会組織がない
② 既存町内会に加入していない人が多い
③ 高齢化や生活の変化により町内会の体制作りが困難。
④ 自助の意識が低い

大路地区、戸建て/マンションごとの防災課題
① 町内会実態調査で町内会毎の体制の違い、組織体制の有無、防災マニュアルの有無
活動状況などに差があることが明らかになった。

② マンションと戸建て町内会との関わり方、初動（フローチャート）の考え方に違いがある
③ 大路地区として災害時どう対応するかが決まっていない。
避難所運営について？ 在宅避難と避難所活用のすみ分け？
町内会毎に避難所をどう活用するか？ 一次集合場所を臨時避難所として活用の可否？

大路区の防災課題

P4

大路区まちづくり協議会
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大路区防災の行動指針

“大路区”だからできる「在宅避難」

●在宅避難が生き延びる力！

●在宅避難で広域避難所の負担軽減！

●だれひとり取り残さない町内会力！

●身近で助け合える町内会が一番！

●町内会同士で助け合い、ひと安心！

在 宅 避 難

P2

大路区まちづくり協議会
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大路区では震度６弱以上で、災害対策本部を立ち上げる

目的：大震災発生時の大路区の情報の集約と草津市と連携した防災体制確立
• 大路区災害対策本部は大路まちづくりセンター内に設置
• 草津市と大路区の情報連携や支援要請は大路区災害対策本部に集約
• 各町内会は「物資調達」と「避難生活」の観点からグルーピングし広域拠点を設定

大路区災害対策本部概要

JR西側マンションJR東側戸建てJR東側マンション

大路区まちづくり協議会

JR西側戸建て

中之町

北ノ町

神楽町

大宮町

新屋敷第二

生栄町

若竹本町

新屋敷町世基町

北中町

南ノ町栄二 西大路第一

西大路第三

エルティ TOWER111
自治会

伽羅コート

プレサンス
ロジェ草津

マーメード
シティ草津

アウルコート
大路自治会

デ・リード
草津駅前

伽羅ガーデン
スクエア

ユニハイム草津
ユトリオ自治会

シャルマン
コーポ草津

ファミール
ハイツ草津

クサツウエストロイヤル
タワー自治会

物資拠点

避難拠点

大路区災害対策本部

草津市災害対策本部

草津市第二小学校 草津市第二小学校 草津市立プール 草津市立プール

草津市立プール 草津市立プール草津市第二小学校キラリエ草津

広域拠点

体制

※基本は在宅避難

P6
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発災時には、大路まちづくりセンターに大路区災害対策本部を設置し、
大路区まちづくり協議会役員メンバーを中心に構成する

大路区災害対策本部の体制(１)

大路区災害対策本部

班 役割 主な仕事

本部

本部長
災害対策本部の立ち上げ
組織体制の決定とリーダー任命
災害対策本部の統括指揮

副本部長 対策本部の運営、リーダー間調整
事務局 対策本部立ち上げのための事務処理、運営実務業務全般

対外折衝
リーダー

草津市、医療機関等との情報送受信と整理
・物資調達と救援要請の情報送受信と整理
・消防署、医療機関連携、他各種情報の送受信と整理

＜情報連絡班＞

＜広域避難所運営班＞

＜救援物資調達班＞

P6/9

大路区まちづくり協議会
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本部長 まちづくり協議会会長

副本部長 まちづくり協議会副会長2名

事務局 補佐として本部長が指名

対外折衝リーダー 本部長が指名

災害対策メンバー プロジェクトメンバー及び本部長の指名者

発災時には、大路まちづくりセンターに大路区災害対策本部を設置し、
大路区まちづくり協議会役員メンバーを中心に構成する

大路区災害対策本部の体制(１)

大路区災害対策本部

班 役割 主な仕事

本部

本部長
災害対策本部の立ち上げ
組織体制の決定とリーダー任命
災害対策本部の統括指揮

副本部長 対策本部の運営、リーダー間調整
事務局 対策本部立ち上げのための事務処理、運営実務業務全般

対外折衝
リーダー

草津市、医療機関等との情報送受信と整理
・物資調達と救援要請の情報送受信と整理
・消防署、医療機関連携、他各種情報の送受信と整理

P6/9

大路区まちづくり協議会
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JR西側戸建てJR西側マンション

情報連絡班は、大路区災害対策本部で必要な情報を各町内会
より収集し、草津市や、外部関係者と情報のやり取りを行う

大路区災害対策本部の体制(１)

中之町

北ノ町

神楽町

大宮町

新屋敷第二

生栄町

若竹本町

新屋敷町世基町

北中町

南ノ町栄二 西大路第一

西大路第三

エルティ TOWER111
自治会

伽羅コート

プレサンス
ロジェ草津

マーメード
シティ草津

アウルコート
大路自治会

デ・リード
草津駅前

伽羅ガーデン
スクエア

ユニハイム草津
ユトリオ自治会

シャルマン
コーポ草津

ファミール
ハイツ草津

クサツウエストロイヤル
タワー自治会

情報連絡班
P9/10

JR東側マンション JR東側戸建て

大路区まちづくり協議会
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大路区災害対策本部の体制(１)

情報連絡班

JR東側マンション
ブロック長

JR東側戸建て
ブロック長

JR西側マンション
ブロック長

JR西側戸建て
ブロック長

大路区災害対策本部
情報連絡班

情報 情報 情報情報

大路区で発災した被害状況に関する情報（安否確認避難状況等）は
その都度各町内会から直接大路区災害対策本部にあげる。
ブロックごとの情報連絡班が窓口となる

JR西側戸建てJR西側マンション

中之町

北ノ町

神楽町

大宮町

新屋敷第二

生栄町

若竹本町

新屋敷町世基町

北中町

南ノ町栄二 西大路第一

西大路第三

エルティ TOWER111
自治会

伽羅コート

プレサンス
ロジェ草津

マーメード
シティ草津

アウルコート
大路自治会

デ・リード
草津駅前

伽羅ガーデン
スクエア

ユニハイム草津
ユトリオ自治会

シャルマン
コーポ草津

ファミール
ハイツ草津

クサツウエストロイヤル
タワー自治会

JR東側マンション JR東側戸建て

P9/10

大路区まちづくり協議会
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情報連絡班は、大路区災害対策本部で必要な情報を各町内会より収集し
草津市や、外部関係者と情報のやり取りを行う。

大路区災害対策本部の体制(１)

情報
連絡班

ブロック長
（東・西）

担当ブロックの町内より以下情報の収集、集計
・町内会の連絡体制の確認
・町内会の安否情報の確認
・負傷者、要救出者情報
・被害状況（倒壊、閉じ込め、火災など）
・避難情報（一次避難状況・在宅避難者数・避難所希望者数など）
・支援情報（必要支援物資、数量）
・本部支援可能人数
・避難所への町内会情報の提供と町内会との調整

JR東側マンション
ブロック長

JR東側戸建て
ブロック長

JR西側マンション
ブロック長

JR西側戸建て
ブロック長

大路区災害対策本部
情報連絡班

情報連絡班
P9/10

大路区まちづくり協議会
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広域拠点の役割

広域拠点は、災害時の迅速な支援（効率的な物資配布、避難生活）を行うために設ける

広域拠点について

広 域 拠 点

物資調達拠点 避難生活拠点

支援物資の配布拠点として活用 避難生活が長期にわたる場合に活用

災害対策本部が決定した物資量を受け
入れ、各町内会が受け取りに行く

臨時避難所に避難できない場合や、避
難生活が長期にわたる場合、広域拠点
避難所として活用する

広域拠点の場所

P12/15

大路区まちづくり協議会
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広域拠点について

P15

大路区まちづくり協議会

草津市立プール
・物資拠点
・避難拠点
対象：JR西側

マンション、戸建て

キラリエ草津
・物資拠点
対象：JR東側マンション

草津第二小学校
・避難拠点
・物資拠点（戸建て）
対象：JR東側マンション、戸建て

広域拠点の場所

©OpenStreetMap contributors

https://www.openstreetmap.org/copyright
https://www.openstreetmap.org/copyright
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■ 広域拠点の割り当て図（世帯数は令和6年4月現在）

広域拠点の割り当て

◎対象世帯に対し、避難収容人員が不足。
基本は在宅避難を行ってください。

◎大路区では各町内会の防災活動を最優先し、
地区防災計画を策定しています。町内会の防災
活動に積極的に参加しましょう

P14西側避難場所：
草津市立プール
対象：2085世帯
収容人数:800人

東側避難場所：
草津第二小学校
対象：2415世帯
収容人数:350人

大路区まちづくり協議会

東

西
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• 現状活用できる物資調達拠点として「草津第二小学校」と「草津市立プール」を設定する
• ＪＲ東側をカバーするためキラリエ草津を新たな物資調達拠点に設定する
• 現状はキラリエ草津への物資運搬は大路区で行う必要があるが、地区防災計画で
物資調達拠点に決まれば、草津市から直接物資運搬が可能になる

物資調達拠点について

■ 物資調達拠点の割振り

P16

※物資は町内会単位で取りに来てもらう。
※キラリエ草津は帰宅困難者の一時滞在
施設となっているが３日後には帰宅して
いることが想定される

大路区まちづくり協議会
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■ 避難生活拠点
の割振り

・避難生活拠点の収容人数は少ないため、戸建ても含め、出来る限り在宅避難で対応する
→特にマンションは在宅避難を前提とする

・避難生活拠点は住民(避難者含む)で運営する

避難生活拠点について

P17

大路区まちづくり協議会
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A：草津第二小学校⇒大宮町・新屋敷町・新屋敷第二・若竹本町・他
B：草津市立プール  ⇒西大路第一・西大路第三

＊Ａ・Ｂ各3～5名
＊避難者（在宅も含む）からボランティアを募る

＜広域避難所運営班＞

物資調達班、広域避難所運営班の体制について

A：草津第二小学校  ⇒ 戸建て世帯：広域避難所運営班と兼務
B：草津市立プール  ⇒ 戸建て世帯：広域避難所運営班と兼務

⇒ JR西側マンション単独町内会から各2名
C：キラリエ草津 ⇒ JR東側マンション単独町内会から各2名

＊必要に応じて各町内会から災害対策メンバーとして数名の支援者を要請することがある
＊戸建て町内会に所属するマンションは所属町内会のルールに準ずる

＜救援物資調達班＞
P8

誰かが助けてくれる、ではなく、皆で助け合う！

大路区まちづくり協議会
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班 役割 主な仕事

広域
避難所
運営班

（草津市） 開設準備、鍵開錠

総務班
避難所運営業務全般のとりまとめ
対策本部、各町内会支援者との連携
外国人への対応、総合的な調整、ボランティア対応

名簿班
避難所の配置計画
避難者名簿の作成及び管理、関係情報の提供等

食料班 食料の配給、不足する食料の要請等

物資班
生活物資の配給、不足する物資の要請等
防災備品の活用

救護班 負傷者、災害時要援護者への支援等
衛生班 衛生環境の管理、健康管理、子どもたちへの対応等
連絡・広報班 避難者の呼び出し業務、避難者向け各種情報の伝達

救援物資
調達班

拠点リーダー
（３か所）

各拠点要望数まとめ
食料、水、その他備品の不足分調達
救援物資の受取りと配分
物資配給記録

※広域避難所運営班は「草津市避難所運営マニュアル」参照

物資調達班、広域避難所運営班の役割について

P9

・避難拠点、物資拠点の主な仕事は下記の通り。
・各町内から運営メンバーを割り当てる。
・避難者からもボランティアを募る。

誰かが助けてくれる、ではなく、皆で助け合う！

大路区まちづくり協議会
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町内の重要な役割：安否確認

救出救護の必要性の把握、避難場所の割り当て、物資の配給のニーズ把握などに、役立てる。

ポイント

町内会としての重要な役割の第1歩は、町内の安否状況の把握

・色々な安否確認の方法を想定、準備しておく

・防災訓練で実際に体験する。

・安否確認の方法を住民に周知しておく。 防災マニュアル

防災訓練

・マニュアルの準備と防災訓練が大事

次ページ参照

大路区まちづくり協議会
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状況事の安否確認方法

複数の方法を用意し、それぞれの人に合った方法で安否を把握できるようにしておく。

想定ケースの例

色々な安否確認の方法を想定、準備しておく

３．通信手段が利用出来る場合の安否確認

２．一次避難所に集合しない、出来ない場合の安否確認方法（通
信手（通信手段が利用可能）

１．安否確認のため一次避難所で集合したとき

色々な安否確認の方法

大路区まちづくり協議会
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１．安否確認のため避難で集合したとき

大路防災本部への連絡は
下記帳票を利用してください。

世帯ごとの安否確認帳票は下記も参考に
各町内でご自由に決めてください。

P11
・安否確認方法は各町内会に適した方法で実施する
・各町内会で安否情報を取りまとめ、 大路区災害対策本部の情報連絡班に報告する

大路区まちづくり協議会
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マンションなどでは、参考になるのでは

• あらかじめ部屋番号ごとの安否を記録できるようにしておく。

• 避難訓練の際は、避難者の安否を記載する。

• 災害時は安否を確認できていない方の情報も記載していただくようにしている。

参考：エルティで安否確認方法

避難訓練時記載 災害時記載
事前に

部屋番号用意

町内で集計し防災本部に報告する。

大路区まちづくり協議会
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2．一次避難所に集合しない、出来ない場合の安否確認方法（通信手段が利用不可）

• 一次避難所に集合せずに、安否確認を行う方法を考えておく。
◎避難までは必要ないが、町内としては安否を確認するべき場合。

◎一次避難での安否確認時、不在だった方の安否確認。

ベランダに掲示

黄：安否OK 赤：要支援

玄関に掲示

【例】エルティでは、安否を伝える方法として、以下を用意している。
1 : 安否情報をベランダに掲示
2 :安否を伝えられないで外出する方は、安否完了シートを掲示してもらう。

・そのほか、避難場所に伝言BOXを用意して安否情報を提供してもらう形でもよい。

大路区まちづくり協議会
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３．通信手段が利用出来る場合の安否確認

災害時も、比較的早い段階で、メッセージに通信は復旧する可能性が高い。

参考：災害時利用しようとした人の疎通度、通信規制率

（出典）東京大学大学院情報学環『情報学研究 調査研究編
2012 No. 28』「東日本大震災における首都圏住民の震災時の情報行動」 総務省が発表した東日本大震災時の通信規制率

災害時は音声通信は規制され、つながらない可能性が高い。
SNS（Line、X(旧Twitter）、Facebookなど）、メールなどは比較的利用できる。
これらを利用した安否確認手順を用意しておく。

携帯では音声は70～90％規制されたが、
パケット通信は殆ど規制されなかった。

電話はあまりつながらなかったが、インター
ネット、メールなどは比較的つながった。
電話では公衆電話のほうがつながりやすい。

大路区まちづくり協議会
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• 災害時、アンケート登録用紙（QRコード）を配布／掲示し、安否状況を登録していただく。

• 登録した情報は、スプレッドシートに登録される。

24

安否確認方法（アンケートによる安否確認）

大路地区安否確認
Webで安否確認登録

スプレットシートにリストとして登録される。

・QRコードを公開して
安否確認を入力

・安否情報を入力

・結果を自動取り込み

大路区まちづくり協議会

例

詳しくは
ご相談
ください

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KItHCS01pqKGuqgnC1UrWLosmgkmCBHy0PmyqhfA3Bg/edit?usp=drive_link
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安否確認方法（LINEによる安否確認）

【Lineによる安否確認の例】

3..参加情報入力

2. QRコード読み込み

■参加コード：

ooji123
■参加者名登録
部屋番号と名前

大路地区住民用掲示板をLineで準備しました。

１.Lineで友達追加

自分のLineアカウントを公開せずに参加できます。

4.安否入力

• LINEを使ったグループチャットにより、安否確認する方法もある。

• 大路地区全体ではちょっと人数が多すぎるが、町内程度なら活用可能。

• 安否確認だけでなく、連絡、依頼なども行えるため、活用範囲が広い。

大路区まちづくり協議会

例

詳しくは
ご相談
ください
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家族で連絡方法を決めておこう。

171

電話
（伝言ダイヤル）

１.携帯などが使える場合

Lineグループ

Web171

インターネット伝言版
（Web171.co.jp）

電話と電話、電話とインターネットで
安否か確認できます。

２.携帯などが使えない場合 避難所などどこで落ち合うか決めておこう。

◆携帯などつながらないときに、ずっと
探し回るわけにもいかない。

具体的な場所、時間も話し合っておきましょう。

「エルティにいられなかったら、草津第二小の校庭よこの
まめバスのあたりに夕方５時～６時はにいるね」

例

参考：安否確認方法（各ご家庭）

• 各ご家庭では、ご家族で安否確認方法を決めておきましょう。

各ご家庭にも、安否確認方法を決めて置くように啓蒙活動を行っておく。

大路区まちづくり協議会

体験利用提供日

毎月1日,15日
00:00～24:00
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参考：安否確認方法（防災担当者同士）

• 災害発生時、防災関係者での安否確認ん方法も決めておく。速やかに防災対策本部
を立ち上げられるようにする。

防災委員の安否確認（エルティ）

防災役員のグループチャット 防災無線

防災体制図で安否確認

不在の場合は別の人
を充てる

いる場合は〇

電話連絡網
ショートメール

大路区まちづくり協議会
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防災活動で「安全・安心」

積極的に

参加しましょう！！

大路区まちづくり協議会

大路区まちづくり協議会
（大路まちづくりセンター内）
〒525-0032 草津市大路二丁目9番11号

TEL/FAX 077-563-5673

E-mail：mc-ooji@machikyou.jp

HP：https://www.machikyou.jp/ooji/ 大路区まちづくり協議会
公式LINEアカウント

大路区まちづくり協議会
ホームページ

おおじくん
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